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新発田市・胎内市・聖籠町定住自立圏 

令和 8 年度婚活支援事業業務委託仕様書 

 

１．事業目的 

　　晩婚化、婚姻率・出生率の低下による人口減少（自然減）対策として、同様の課

題を抱える近隣自治体（新発田市、胎内市、聖籠町）が連携し、広域的かつ効率的

な婚活支援事業を実施し、結婚を希望する男女に、出会いから結婚までの切れ目の

ない支援を行う。 

 

２．事業内容 

 

(１)スキルアップセミナー＋ライフデザイン講座 １回 

・スキルアップセミナーに加えて、ライフデザイン講座として自身のライフプラン

（仕事、結婚、子育てなど）について考えるワークなども行い、参加者同士が交流で

きる、学んで出会える緩い出会いの場を提供する。 

 

 

(２）婚活イベント 2 回 

①参加者対象事前セミナー 

　　　婚活イベント参加者を対象に、内面・外見の改善や立ち居振る舞い、心構えを

学ぶと共にイベントの模擬練習等を行うセミナーを開催する。 

　　②カップリングを行う婚活イベントの開催 

地域の特色を生かし、参加者同士が交流できる内容とし、カップルになった参加

者へは、電話やメール等により交際の進捗を確認する。 

定員は、２回合計で 80 名程度 

　　　 

（３）個別相談会（カウンセリング） 年 5 回 

結婚を希望する独身男女及びその家族を対象に、婚活に対する悩みをカウンセリン

グする個別相談会を開催する。 

 

※各事業の詳細は下記委託業務の詳細のとおり。 

※本事業は、新発田市、胎内市、聖籠町で開催することとし、地域の特色や魅力を活

かした内容とすること。 

※本事業の実施に際して、地域団体や企業と連携が図られる内容とすること。 

※内容については確実に集客が見込めるものとし、実施日程は委託事業者決定後に協

議の上決定する。 
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※広告及び広報については、各事業を開催する毎に、自社 HP、SNS 等を活用した広告、

新潟県内全般を発行対象としている新聞及び地方情報誌への広告掲載など、集客に

効果的な広報を実施する。 

 

 

委託業務の詳細 

 

①スキルアップセミナー＋ライフデザイン講座 １回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事前業務＞ 

　○セミナーの企画・立案 

　　　※参加費を徴収する場合は、飲食代相当分のみとする 

○講師の手配 

　　　※講師謝礼は委託料に含むこととする（10 万円以内） 

　○会場の手配、交渉 

　　　※新発田市・胎内市・聖籠町が所有する施設以外を会場とする場合は会場手配を

行い、会場使用料は委託料に含むこととする 

　　○事業ＰＲ 

　　　※集客に効果的な広告・広報を行う 

○申込受付 

　　　※自社 HP 申込サイト及び電話等により申込受付を行う 

　　○参加者の調整（先着または抽選）、参加者への連絡、参加者名簿作成 

対象：概ね 30 代の独身男女 

人数：50 人程度（男女各 25 人程度） 

内容：30 代を対象とした、自身のスキルアップとなるような内容（趣味・教養などで、アプリ

用写真の撮り方、メイクアップ講座、コミュニケーション講座など）を学んで、出会え

るセミナーの開催。 

※ セミナーを通して、自身のライフプラン（仕事、結婚、子育てなど）について考える

きっかけとする。 

※ワークショップなどを通して参加者同士が交流できる内容とする。 

※カップリングは行わず、婚活色を抑えた緩い出会いの場とする。 

 

　※参加者同士で連絡先交換は可能とする。（連絡先を交換した人数を把握し報告） 

回数：１回　 

会場：新発田市、胎内市、聖籠町のいずれか
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　　○参加者の飲食物などの手配 

＜当日業務＞ 

　　○会場設営 

○受付 

　　○司会進行 

　　○参加者のフォロー 

　　○アンケートの配布と回収 

　　○会場撤去 

＜事後業務＞ 

 ○事後アンケートの実施（3 ヵ月後） 

　　○実績報告 

　　　※新発田市指定の様式により報告（アンケート集計を含む） 

　　○委託料請求 

　　　※開催後 1 か月以内に新発田市に実績報告を添えて請求を行う 

 

②婚活イベント 2 回 

　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇事前セミナーの開催及び資料の事前送付 

婚活イベント参加者を対象に、内面・外見の改善や立ち居振る舞い、心構えを学ぶ

と共にイベントの模擬練習等を行うセミナーを開催する。（対面またはオンライン） 

＜事前業務＞ 

　　○セミナーの企画・立案 

対象：概ね 25～45 歳までの独身男女 

人数：2 回合計 80 人程度（男女各 40 人程度） 

内容：カップリングを行う婚活イベントの実施。（参加者への事前セミナー、カップルのアフ

ターフォローを含む。）飲食は、軽食程度とする。 

回数：2 回（対象：25～35 歳 1 回、30～45 歳 1 回） 

会場：・新発田市＋聖籠町１回（○例 新発田市：公共施設＋聖籠町：体験型（果物狩りなど）

移動時は市のバス利用調整可能） 

・胎内市１回 

 

※圏域内で開催されるイベント（サマーフェスティバル、新発田まつり、中条まつり、寺びら

き、ひなびらき等）と同日開催とすることもご検討ください。
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　　　※参加費を徴収する場合は、飲食代相当分のみとする 

○講師の手配 

　　　※講師謝礼は委託料に含まれる 

　　○事前資料の配布 

　　　※事前説明会を欠席した参加者に資料を送付する 

　　○会場手配、交渉 

　　　※新発田市・胎内市・聖籠町が所有する施設以外を会場とする場合は会場手配を

行い、会場使用料は委託料に含むこととする 

○事業ＰＲ 

　　　※集客に効果的な広告・広報の実施 

○申込受付 

　　　※自社 HP 申込サイト及び電話等により申込受付を行う 

　　○参加者の調整（先着または抽選）、参加者への連絡、参加者名簿作成 

　　○参加者の飲食物の手配 

＜当日業務＞ 

　　○会場設営 

○受付 

　　○司会進行 

　　○参加者のフォロー、イベントに備えた外見や立ち居振る舞いなどのアドバイス 

　　○会場撤去 

＜事後業務＞ 

　　○実績報告 

　　　※新発田市指定の様式により報告 

　　○委託料請求 

　　　※開催後 1 カ月以内に新発田市に実績報告を添えて請求を行う 

 

〇婚活イベント 

　　地域の特色を生かした内容で、カップリングを行う婚活パーティーを開催する。 

＜事前業務＞ 

　　○イベントの企画・立案 

　　　※参加費を徴収する場合は、飲食代やワークショップ体験料相当分のみとする 

○講師の手配（講師を要する場合） 

　　　※講師謝礼は委託料に含まれる 

　　○会場の手配、交渉 

　　　※新発田市・胎内市・聖籠町が所有する施設以外を会場とする場合は会場手配を

行い、会場使用料は委託料に含むこととする 
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　　○事業ＰＲ 

　　　※集客に効果的な広告・広報の実施 

○申込受付 

　　　※自社 HP 申込サイト及び電話等により申込受付を行う 

　　○参加者の調整（先着または抽選）、参加者への連絡、参加者名簿作成 

　＜当日業務＞ 

　　○会場設営 

○受付 

　　○司会進行 

　　○参加者のフォロー 

　　○アンケートの配布と回収 

　　○会場撤去 

　＜事後業務＞ 

　　○カップルになった参加者へ電話・メール等での進捗確認 

　　○実績報告 

　　　※新発田市指定の様式により報告（アンケート集計を含む） 

　　○委託料請求 

　　※開催後 1 か月以内に新発田市に実績報告を添えて請求を行う 

 

③個別相談、カウンセリング 

　　 

 

 

 

 

＜事前業務＞ 

　　○個別相談会の企画・立案 

○アドバイザーの手配 

　　　※アドバイザー謝礼は委託料に含むこととする 

　○会場の手配、交渉 

　　※新発田市が所有する施設以外を会場とする場合は会場手配を行い、会場使用料

は委託料に含むこととする 

　　○事業ＰＲ 

　　　※集客に効果的な広告・広報を行う 

○申込受付 

　　　※自社 HP 申込サイト及び電話等により申込受付を行う 

対象：結婚を希望する独身男女及びその家族 

人数：各回 10 組程度（45 分×10 組の入替制） 

内容：婚活についての悩みをカウンセリングする個別相談会を開催する。 

回数：年 5 回　(※ハートマッチにいがた臨時窓口と同日・同会場開催となるよう調整する) 

会場：新発田市・胎内市・聖籠町のいずれか
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　○利用者の調整（先着または抽選）、利用者への連絡、利用者名簿作成 

　＜当日業務＞ 

　○会場設営 

○受付 

　○カウンセリング 

　○アンケートの配布と回収 

　○会場撤去 

＜事後業務＞ 

　○実績報告 

　　※新発田市指定の様式により報告（アンケート集計を含む） 

　○委託料請求 

　　※開催後 1 か月以内に新発田市に実績報告を添えて請求を行う 

 

 

 

 

請求書提出先　　新発田市役所本庁舎５階　みらい創造課ライフデザイン係 

　 　　　　　 TEL：0254-28-9531 

 

※契約終了後、この契約に関しての業務評価をします。 

※提出された見積書及びその内訳については、新発田市情報公開条例に基づき開示す

る場合があります。


